
資 料

◇ ) ●

●



資料 1 自 然公園等施。受の整備状況

( 1 ) 国立 国定公園

年度 公 園 名 事 業 名 烹 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和

4 6

大 山隠岐国

立公園

大山寺駐車場
舗装整備
バス発着所舗

装整備

大山町 面 積 11 , 1 60 叶

収容能力 206 台
1 ,455 ぜ

2 0 o o o千円

1 , 7 0 0

山 陰海岸国
立公園

城原園路整備
鳥取砂丘清掃
施設整備

砂丘道路チ ュ

ー j ッ プ植栽

岩美町
鳥取市

福部村

安全柵 L = 633 m
焼却炉 1 、 空缶圧縮機 1 、
ガ フ ス粉砕機 1 、 ゴ ミ カ ゴ 28

収容棟 ( 9 8 m2 ) 1 棟
植栽延長 1 , 135 m
チ ュ ー リ ッ プ球根 57 , 200 球

5 , 0 0 0

2 , 4 1 5

5 7 2

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐 山
国定公園

雨滝園地整備 国府町 面 積 1 , 0 18 m2 2 , 0 0 0

小 。十 3 1 , 6 8 7

4 7 大山隠岐国

立公園

大山頂上歩道
整備

清掃施設整備

大山町

溝口町

延 長 1 82 1 m

禍延長 1 ,7 1 2 m
制 礼 43 本
ごみ焼却炉 、 空缶圧縮機ガフス粉砕機

2 2 0 0

3 0 0 0

山 陰海岸国
立公園

鳥取砂丘道路
整備
鳥取砂丘道路
補償工事

福部村 ア ス フ ァ ル ト 舗装
L = 648 6 m W= 7 .o m

バ ス停 1
国道拡中
L = 1 8 8 m Wr = 3 ･o m ~ o m

歩 道
L = 188 m W= 3 m~ 1 5 m

2 9 , 2 0 0

6 , 7 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山
国定公園

雨滝歩道整備 国府町 L = 1 , 85 2 5 m W= 1 5 m 3 , 4 0 0

小 。十 4 4 , 5 0 0

4 8 大山隠岐国

立公園

大平原清掃施
投整備

江府町 ごみ焼却炉 、 機械収納棟
電気設備一式

3 0 0 0

山 陰海岸国
立公園

鳥取砂丘駐車
場整備
鳥取砂丘道路
整備

福部村

鳥取市

面 積 6,59 1 ぜ

ア ス フ ァ ル ト 舗装
L = 460 m W= 7 .o m

ア ス フ ァ ル ト 舗装
L = 340 m W= 7 .o m

1 4 6 0 0

2 5 , 2 0 0

1 8, 2 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山
国定公園

芦津園地整備 智頭町 園 地 L = 2, 500 m W= 1 5 m

駐車場面積 1 , 000 ぜ 砂利敷
公衆便所 18 6 ぜ

1 1 , 8 0 0

小 。十 7 2 , 8 0 0
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年度 公 園 名 事 業 名 烹 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和

4 9

大山 隠岐国

立公園

大山 自 然科学

館整備

大山町 R C 二階建 延べ 394 1 ぜ
千円

5 0 , 6 0 0

山 陰海岸国

立公園

鳥取砂丘排水

処理施設整備

鳥取市

福部村

排水管 HP 必 200 % L = 1 , 500 m

L P 必 150 % L = 1 , 1 0o m

必 200 % L = 650 m

圧生送ポンプ 3 か所

沈澱池 、 電波設備汚泥糟

1 0 2 2 5 0

比婆道後帝

釈国定公園

船通山歩道整

備

日 南町 L = 1 , 1 70 m Wr" 1 0 ~ 1 5 m

簡易施設

( 指導標 1 0 基 、 案内板 2 基 )

3 0 0 0

小 。十 1 5 5 8 5 0

5 0 大山 隠岐国

立公園

鍵掛峠園地整

備

江府町 公衆便所 R C 2 688 瀞

駐 車 場 528 忌

給排水工事一式

1 0 0 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

氷 ノ 山野営場

整備

若桜町 野 営 場 9, 00o m2 300 人収容

取合車道 L = 506 m W= 3 0 m

炊 事 場 22 8 ず 2 棟

便 所 18 6 ぜ 2 棟

給水施設 、 電気工事一式

2 8, 0 0 O

小 口十 3 8 , 0 0 0

5 1 大 山隠岐国

立公園

大山 自 然科学

館展示整備

大山町 動植物 、 地形 、 地質 コ ー ナ ー整備 8 0 0 0

山 陰海岸国

立公園

浦富駐車場整

備

鳥取砂丘道路

整備

岩美町

福部村

駐車場舗装 2 299 ぜ

ロ ッ ク ネ ッ ト 655 ず

砂防稲 L = 182 m H= 95 cm

7 , 8 0 0

5 , 0 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐 山

国定公園

氷 ノ 山野営場

整備

若桜町 サ イ ト造園 4 032 ぜ

歩 道 L = 260 m W= 1 5 m

取付車道 L = 198 m W= 3 0 m

2 9 , 0 0 0

小 計 4 9 , 8 0 0

5 2 大 山隠岐国

立公園

大山 自 然科学

館展示整備

大山町 動植物 、 地形 、 地質 コ ー ナ ー整備 1 1 , 0 0 0

小 計 1 1 , 0 0 O

5 3 大山隠岐国

立公園

槙原駐車場

大山 自 然科学

館展示整備

大山町 駐車場造成

人文 コ ー ナ ー整備

2 4, 0 0 0

1 0 0 0 0

小 計 3 4 0 0 0

- 1 5 0 -



年度 公 園 名 事 業 名
事 業
か 所

事 業 内 容 事 業 費

昭和

5 4

大山隠岐国

立公園

大平原園地整

備

槙原園地整備

-向平野営場

整備

江府町

大山町

東伯町

駐車場舗装 ( アス フ ァ ル ト ) 2 , 500 瀞

芝生広場造成 1 1 , 506 ザ

ブ ン ト サ イ ト 整備 2 146 Ir

炊事場 36 1 ず 1 棟
公衆便所 33 3ず 1 棟
給水施設 1 式

千円

1 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 O

1 2 0 0 0

小 計 4 2 0 0 0

5 5 山 陰海岸国

立公園

山陰海岸 自 然

科学館整備

岩美町 R C 造平家建 393 6 瀞

展 示 1 式

8 0 0 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐 山

国定公園

氷 ノ 山野営場

整備

若桜町 管理車道舗装 W = 3. o m
L = 705 m

1 4 0 0 0

小 計 9 4, 0 0 0

5 6 山 陰海岸国

立公園

山 陰海岸 自然

科学館整備

岩美町 駐車場 A S 舗装 1 ,358 せ

サ イ ト 造園 896 ぜ

汚水浄化施設 1 式

空調施設 1 式

展 示 1 式

5 9 , 2 4 5

山 陰海岸国

立公園

羽尾岬歩道整

備

岩美町 歩 道 L = 1 3 1 0 m
W = 1 5 m

1 0 , 0 0 0

大 山隠岐国

立公園

一向平野営場

整備

東伯町 駐車場 1 050 せ

管理棟 木造 48.7 ず

1 4 8 0 0

小 。十 8 4 , 0 4 5

5 7 山 陰海岸国

立公園

羽尾岬歩道整

備

岩美町 歩道改良 L =1 ,894 m
Wr= 0 8 ~ 1 5 m

休 憩 所 ギ木造 1 8 ぜ

9, 4 0 0

山 陰海岸国

立公園

浦富網代歩道

整備

岩美町 歩道新設 L = 305 m W= 1 . 5 m

安全施設 L = 320 m

標識区間 L = 1 4 皿

1 5 , 0 0 0

大山隠岐国

立公園

大山寺駐車場

整備

大山町 取付道拡幅 L = 195 m W二 8 0 m

駐車場拡張 A S舗装 909 Ir

2 0 , 6 0 0

大 山 隠岐国

立公園

大山周廻歩道

整備

大山町 歩道改良 L = 266 m W= 1 5 m

木 造 L = 1 1 5 m W= 0 5 m
柵 L = 41 0 m

2 7 , 4 0 0

小 。十 7 2 , 4 0 0

5 8 山 陰海岸国
立公園

浦富網代歩道
整備

岩美町 休憩所 R C 造 A= 14 ぜ 1 3 , 8 0 0

- 1 5 1 -
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年度 公 園 名 事 業 名 事 業
か 所

事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 8

山 陰海岸国
立公園

浦富網代歩道
整備

岩美町 探勝歩道改良 W= 1 .5 m L = 1 080 m
防護柵等 1 式 L = 330 m

千円

山 陰海岸国
立公園

鳥取砂丘駐車
場整備

福部村 駐車場アス フ ァ ル ト舗装 A = 4 924 m2
歩 道 L = 377 m W= 2 0 ~ 3 0 m

3 8 , 0 0 0

大 山隠岐国
立公園

元谷避難小屋
新築

大山町 避難小屋 木造 59 6 1 ぜ 1 6 , 0 0 0

小 計 6 7 , 8 0 0

5 9 大山隠岐国
立公園

大山寺駐車場
整備

大山町 駐車場造成舗装 A= 665 ぜ
サ イ ト 造園 A = 3 ,486 m2

探勝歩道新設舗装 W=2.o m L=65 6 m
W= 1 5 m L = 66 45 m

2 6 , 0 0 0

山 陰海岸国
立公園

鳥取砂丘 ( 多
鯰ケ池 ) 歩道
整備

鳥取市 探勝歩道改良舗装
L = 1 , 289 m W= 2 0 m

1 2 , 0 0 O

山 陰海岸国
立公園

鳥取砂丘駐車
場整備 ( 公衆
便所新築 )

福部村 公衆便所 R C 造水洗
A = 25 74 m2 浄化槽一式

1 1 , 6 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐 山

国定公園

那岐 山登 山道
整備

智頭町 登 山道新設 W= 1 5 m L =81 6 m
" 改良 W= 1 0~1 5 m L = 1 , 589m

避難小屋 木造 A = 17 .6 ず

1 0 8 0 0

小 計 6 0 , 4 0 0

6 0 大山隠岐国
立公園

大山頂上避難
小屋整備

大山町 避難小屋
鉄骨造 平屋建 A = 1 00 ぜ

5 2 , 0 0 0

大 山隠岐国

立公園

大 山登山道線

歩道整備
大山町 木道新設

L = 105 m W= 0 5 ~ 1 o m

1 0 , 0 0 0

大 山 隠岐国
立公園

※ 大山寺野営

場休憩所整備

大山町 休憩所
鉄筋 コ ン ク J ー ト 造及び一部木造

2 階建 延床面積 253 92 ぜ

3 8, 0 0 0

小 計 ※財) 日 本宝 く じ協会助成事業 1 0 0 , 0 0 0

合 計 9 5 8 , 2 8 2

( 2 ) 県立公園 ( 単県補助事業 )

年度 公 園 名 事 業 名
事 業

か 所
事 業 内 容 事 業 費

昭和
4 6

三朝東郷湖
県立公園

打吹公園公衆

便所
馬の 山車道
鉢伏山駐車場

倉吉市

羽合町
東郷町

1 棟 26 m2

L = 654 m W= 4 m

面 積 1 ,875 ぜ
収容力 バス 5 台 5 型車 52 台

千円

1 , 0 0 0

2 , 4 0 0

2 , 0 0 0

- 1 5 2 -
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年度 公 園 名 事 業 名
事 業
か 所

事 業 内 容 事 業 費

昭和
4 6

奥 日 野県立
公園

滝山公園園地 日 野町 歩 道 826 m
東 屋 14 m2 3 棟

2 , 6 o o千 円

小 計 8, 0 0 0

4 7 三朝東郷湖
県立公園

打吹公園歩道 倉吉市 L こ 49 1 7 m W二 2 0 m 1 , 0 0 0

奥 日野県立
公園

滝山公園歩道 日野町 L = 5 1 6 8 m Wナ ニ 1 o m 1 , 8 0 0

小 。十 2 , 8 0 0

4 8 三朝東郷湖
県立公園

打吹公園歩道
三徳山歩道

倉吉市
三朝町

L 三 465 8 m w二 2 0 m

L = 31 4 .8 m W= 1 .5 m

1 , 0 0 0
2 , 4 0 0

奥 日 野県立
公園

滝山公園芝張 日 野町 面 積 1 , 508 6 ぜ 1 , 0 0 0

小 。十 4 4 0 0

4 9 三朝東郷湖
県立公園

打吹公園園地 倉吉市 歩 道 L = 400 m W= 1 5 m
清掃設備 、 焼却炉 1 基

2, 0 0 0

奥 日 野県立
公園

滝山公園休憩
舎
石霞渓歩道

日 野町

日 南町

鉄骨 カ フ - ト タ ンぶ き 35 m2
簡易施設 ( ベ ン チ 2 基 )
L = 700 m W = 2 0 m

1 , 0 0 0

3 5 0 0

小 。十 6 , 5 0 0

5 0 奥 日 野県立
公園

鶏 ノ 池公園歩
道
石霞渓歩道

日 野町

日 南町

L = 袋35 m w= 1 5 m

L = 1 1 0 2 m wナ ニ ー o m

2 , 0 0 0

1 5 0 0

小 。十 3 5 0 0

5 1 奥 日 野県立
公園

鶏 ノ 池園地 日 野町 給水場 1 基 給水管 200 m
洗 場 1 か所

2, 0 0 0

小 計 2 , 0 0 0

5 2 三朝東郷湖
県立公園

大平山 園地 倉吉市 遊歩道 L = 687 8 m W= 1 5 m
取付道路 L = 28 5 m W= 2 0 m
植栽 ( サ ク フ ) 85 本

3 , 0 0 0

奥 日 野県立
公園

鶏 ノ 池園地 日 野町
穫 排 麦撰oo ぜ

2 0 0 0

小 。十 5 , 0 0 O

5 3 奧 日 野県立
公園

鶏 ノ 池園地 日 野町
鬱 聽 2 残 響

2 0 0 0

三朝東郷湖

県立公園

大平 山 園地

浅津駐車場

三朝駐車場

倉吉市

羽合町

三朝町

広場整備 4 363 ぜ

取付道 45 m

排水溝 218 m

駐車場舗装 1 240 m2

駐車場舗装 584 m2

外 柵 85 忌 案内板 1 基

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

小 。十 8 , 0 0 0



年度 公 園 名 事 業 名
事 業
か 所 事 業 内 容 事 業 費

剛
三朝東郷湖
県立公園

大平山園地
打吹公園
三朝園地

倉吉市
たア

三朝町

駐車場造成 982 ぜ
休 憩 所 39 29 ず 1 棟
休 憩 所 1 6 0 m2 1 棟

2 , o o o千 円
3 , 0 0 0

2 , 0 0 0

小 。十 7 , 0 0 0

5 5 三朝東郷湖
県立公園

大平山 園地 倉吉市 休 憩 所 22 ぜ 1 棟 2 , 0 0 0

奧 日 野県立
公園

鶏 / 池車道 日 野町 車道舗装 L = 450 m Wキ 3 5 m 5, 6 3 0

小 。十 7 , 6 3 0

5 6 三朝東郷湖
県立公園

大平山園地 倉吉市 展望休憩所 鉄骨造 33 9 m2 5 , 2 0 0

奥 日野県立
公園

鶏 ノ 池車道
花見山駐車場 謡鴎

車道舗装 L = 458 m W= 3 5 m
駐 車 場 866 ぜ

4, 0 0 0

6 0 0 0

小 。十 1 5 2 0 0

5 7 三朝東郷湖
県立公園

今橇歩道 東郷町 歩 道 L 芒 237 m W= 1 5 m
休憩所 ギ木造 4 ず

5 0 0 0

奥 日 野県立
公園

鶏 ノ 他便所 日 野町 公衆便所 C ･ B 造 1 8 6 Ir 2 5 0 0

小 。十 7, 5 0 0

5 8 三朝東郷湖
県立公園

大平山 園地 倉吉市 修景伐 3 099 Ir
歩 道 L = 1 38 m W二 2 0 m
ネ ノ ト フ ェ ン ス H = 3 0 m

L = 40 m ほ力〉

3 , 0 0 O

奥 日 野県立
公園

鶏 ノ 池野営場 日 野町 テ ン ト サ イ ト 4,586 m2

炊事棟 24 ぜ
5, 0 0 0

小 。十 8, 0 0 0

5 9 三朝東郷湖
県立公園

大平山園地 倉吉市 園地整備
修景伐 A = 7 , 399 m2
歩 道 L = 230 m W " 1 5 m
ベ ン チ 1 5 基 植栽 7 本

2 , 4 0 0

西国幡県立
公園

勝山城跡歩道 気高町 歩道整備
歩 道 L = 1 1 5 m ( 1 5 0 段 )

W 二 1 o m

休憩舎 木造 A 二 8 0 ぜ

2 , 9 2 9

奥 日 野県立
公園

鶏 ノ 池園地 日 野町 園地整備
歩 道 L 二 1 1 o m W= 1 5 m
休憩舎 木造 A = 1 2 ぜ

2, 4 0 0

小 。十 7 7 2 9

6 0 三朝東郷湖
県立 自 然公
園

大平山園地 倉吉市 園地整備
園地造成 2 364 45 m2
階 段 工 23 8 m ( 製段 )

3 3 0 0

西 因 幡
県立 自 然公
園

長尾鼻園地 青谷町 園地整備
歩道改良舗装 L = 9 1 o m

W = 1 o m

2 7 0 0

- 1 5 4 -



(別 中国 自然歩道

年度 整 備 路 線 名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

剛 川床 ･ 一 向 平 線
奈 描 爵

歩道改良 L = 9 ,039 m W= 1 5 m
吊 橋 L = 45 m W= 1 o m
( 大山隠岐国立公園内 )

千 円

2 9 , 8 0 0

岩 戸 大 谷 線 岩 美 町
福 部 村

歩道新設 L = 2 650 m W= 1 5 m
休 憩 所 1 棟 28 せ
公衆便所 2 棟 49 ぜ
( 山 陰海岸国立公園内 )

3 0 , 2 0 0

小 。十 6 0 0 0 0

5 3 川 床 赤 松 線 大 山 町 歩道新設 L = 649 m W= 1 5 m
休 憩 所 1 棟 28 瀞
歩道改良 L = 3 967 m W= 1 5 m
( 大山 隠岐国立公園 内 )

2 7 , 2 0 0

雨 滝 扇 ノ 山 線 国 府 町
岩 美 町

歩道新設 L = 5 552 m 、ハゾ ニニ ー 0 ~ 1 5 m
歩道改良 L ニニ 5 , 500 no w 貧= 1 ‐ 0 ~ 1 5 m

休 蜜 所 損 1艶 ず W" 1 ‐5 m
( 氷 ノ 山 ‐ 後山 ‐ 那岐山国定公園内 )

3 2 , 8 0 0

小 。十 6 0 , 0 0 0

5 4 雨 滝 大 谷 線 鳥 取 市
国 府 町
岩 美 町
福 部 村

歩道新設 L = 6 ,92 1 m W = 1 o m
標識区間 46 5 m
休 憩 所 4 棟 5 1 ず
公衆便所 1 棟 20 ぜ
( 公園外 )

4 5 0 0 0

- 向 平 三 朝 線 倉 吉 市

鰹 廚
東 郷 町
三 朝 町

歩道新設 L = 2 700 m W= 1 5 m
標識区間 46 0 km
休 憩 所 2 棟 22 ず
公衆便所 3 棟 37 ぜ
( 公園外 )

3 6 , 0 0 0

小 。十 8 1 , 0 0 0

5 5 岩 戸 浜 坂 線 福 部 村
鳥 取 市

標識区間 6 3 蛔
公衆便所 1 棟 1 6 ぜ
( 山 陰海岸国立公園 内 )

7 , 0 0 0

浜 坂 三 朝 線 鳥 取 市
鹿 野 町
三 朝 町

歩道新設 L = 6 ,00o m W= 1 o m
標識区間 45 5 km
休 憩 所 2 棟 26 瀞
公衆便所 1 棟 1 2 m2
( 公園外 )

5 2 8 0 0

小 。十 5 9 8 0 0

- 1 5 5 -
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年度 公 園 名 事 業 名
事 業
か 所

事 業 内 容 事 業 費

6 0 小 計 6 0 0 0千円

合 。十 9 9 , 2 5 9



年度 整 備 路 線 名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 6

声 滓 三 滝 奥 線 智 頭 町 歩道 ( 改良 ) L = 2 ,9 1 2 m W こ 1 .5 m
標識区間 5 0 km
休 憩 所 ギ木造 1 9 8 ぜ

( 永 ノ 山後山那岐山国定公園 )

千円

1 7 , 6 0 0

広留野 ･ 扇 ノ 山線 若 桜 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 , 088 m W こ 1 5 m
標識区間 1 .5 km
( 氷 ノ 山後 山那岐山 国定公園 )

7 , 2 0 0

芦津 広 留 野 線 智 頭 町
八 東 町
若 桜 町

歩道 ( 改良 ) L = 1 0 0 17 m W= 1 5 m
標識区間 21 0 km
休 憩 所 ギ木造 19 8 m2

3 3 9 0 0

小 。十 5 8 , 7 0 0

5 7(事業完了
金 門 ･ 寂 静 線 大 山 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 , 087 m w= 1 0 ~ 1 5 m

休 憩 所 木造 12.6 ぜ
( 大 山隠岐国立公園 )

5 0 0 0

狩谷 山 ･ 若 杉 峠 若 桜 町 歩道 ( 新設 ) L = 3 857 m W = 1 5 m
( 氷 ノ 山後山那岐 山 国定公園 )

1 1 4 0 0

三滝奥 ･ 狩 谷 山 智 頭 町 歩道 ( 新設 ) L = 2 1 69 m W= 1 5 m
標識区間 L = 3 6 蛔
( 公園外 )

7 , 5 0 0

赤松 境水道大橋 大 山 町
米 子 市
境 港 市

標識区間 L = 38 km
休 憩 所 ギ 木造 18 ぜ 2 棟
( 公園外 )

1 1 1 0 0

小 。十 3 5 0 0 0

合 。十 3 5 4 5 0 0

境水道大橋 中 国 自 然 歩 道 ル ー ト

西伯郡 東伯郡 東@郷池 気高郡 湖山池 岩美郡
鳥取市 扇 ノ 山 ◆ り

八頭郡 ▲ 氷 ノ 山

-- 整備区間 ( 5 7 年度完了 )

- 1 5 6 -



資料 2 昭和 5 9 年度常時監視測定結果の他県との比較

1 概 要

昭和 5 9 年度に中国 5 県で行われた環境大気測定局の測定結果の う ち 、 環境基準物質 につ いて

比較 した も ので あ る 。

各物質 ( 二酸化硫黄 、 一酸化炭素 、 浮遊粒子状物質 、 二酸化窒素 、 光化学オ キ シダ ン ト ) につ

いての比較は表 1 ~表 5 の と お り で あ る 。

注 1 各表中数値は 、 昭和 5 9 年度 ｢一般環境大気測定局測定結果報告｣ 環境庁大気保全局大

気規制課編昭和 6 0 年 1 2 月 か ら 抜粋 。

注 2 局数 につ いて 、 下段 ( ) 内 は設置市町村の数 。

注 3 複数局 あ る 鳥取 、 岡 山 、 広島 、 山 口 の各県について は 、 測定結果の最小局 と 最大局の測

定数値 を掲 げた 。

2 各物質の比較

表 1 ~表 5 の と お り 。

表 1 ニ酸化硫黄の比較

愈淺
年平均値

1 時 間 値 が 0 1
ppm を 超 え た 時 間
数 と そ の 割 合

日 平均値 が 0 0 4
ppm を 超 え た 日 数
と そ の 割 合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %除
外値

( ppの ( 時間 ) (%) ( 日 ) ( % ) ( ppの ( ppm )

鳥 取 6趨
0 0 0 4

Z
0 0 0 7 Û)へ̂U AV)(̂U nU)(̂U Û)く̂U

0 0 1 7

2
0 1 0 0

0 0 0 6

2
0 0 1 6

島 根 2俊一
0 0 0 4

之
0 0 0 6 Û)、̂U

O

と
O

O

と
O

O

2
O

0 0 3 4

Z
0 0 9 8

0 0 0 8

Z
0 0 1 4

岡 山
5 5

( 1 4 )

0 0 0 3

Z
0 0 1 4 ハU、)′･ワー

O

と
0 1

O

Z
4

O

之
1 1

0 0 2 2

Z
0 1 5 8

0 0 0 8

之
0 0 3 9

広 島
5 2

( 2 1 )

0 0 0 4

と
0 0 1 4 Û)、QU

O

Z
0 0

O

2
O

O

之
O

0 0 2 3

と
0 1 2 3

0 0 0 6

芝
0 0 2 4

山 ロ
4 1

( 1 2 )

0 0 0 4

2
0 0 1 2 o･ノ･お

O

と
0 2

O

Z
3

O

2
0 8

0 0 3 2

之
0 2 8 5

0 0 0 8

2
0 0 2 9

●

- 1 5 7 -



表 2 一酸化炭素の比較

淡淺
年平均値

8 時間値が 2 0
ppm を超 え た回数
と そ の割合

日 平均値が 1 0
ppm を超 え た 日 数
と そ の割合

1 時間値

の最高値

日 平均値
の 2 %除
外値

( ppの (回 ) (% ) ( 日 ) (% ) ( ppの ( ppの

鳥 取 5隠 0 3･ノ･第 O O O O 第之4 2
0 8

･ 2
1 0

島 根
1

( 国技 )
0 4 O O O O 1 8 0 6

岡 山
1

( 国技 )
0.6 O O O O 4 3 1 5

広 島
1

( 国技 )
0 2 O O O O 1 0 5

山 ロ 4侶 第z1 3 O O O O

4 9

2
6 5

1 1

之
2 2

/A
MY＼

表 3 浮遊粒子状物質の比較

愈窓
年平均値

1 時間値が 0 2 0
唯 / m3 を超 え た時
間数 と そ の割合

日 平均値が 0 1 0
唯 / が を超 え た 日

数 と そ の割合

1 時間値

の最高値

日 平均値
の 2 %除
外値

( 噂/m3 ) ( 時間 ) (% ) ( 日 ) (% ) ( ー噂/瀞 ) ( 唯/が )

鳥 取
5

( 3 )

0 0 2 1

Z
0 0 2 7 nY)、QU o･ノ･0 1 Û、)‘･11 02第

0 1 2 3

之

0 7 8 4

0 0 5 3

Z
0 0 6 3

島 根
2

( 国技 )

0 0 2 3

と
0 0 2 7 ハU)、Qy

O

と
0 1

O

2
1

O

之

0 3

0 1 4 4

Z

0 4 9 6

0 0 5 8

之
0 0 5 9

岡 山
1 3

( 8 )

0 0 2 4

之
0 0 5 1 oz8 9

O

之
1 . O

O

2
2 2

O

Z

6 1

0 2 2 0

之
0 3 9 0

0 0 7 3

之
0 1 3 6

広 島
2 0

( 1 2 )

0 0 2 3

2
0 0 4 9 o･ノ･3 2

O

2
0 4

O

Z
1 7

O

2

4 .8

0 1 1 6

と
0 4 5 6

0 0 5 0

Z
0 1 1 7

山 ロ
7

( 5 )

0 0 3 2

2
0 0 4 6 Û)、QJ

O

2
0 1

O

之
5

O

Z
1 4

0 1 7 6

之

0 3 3 8

0 0 7 2

2

0 0 9 7

‐ 1 5 8 -
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表 4 窒素酸化物の比較

熱
一酸化窒素 (NO ) ニ 酸 化 窒 素 ( N 0 2 ) 窒素酸化物 ( N O 十 N 0 2 )

年平均値

1 時間値

の最高値

日 平均値
の 年 間

9 8 %値
年平均値

日 平均値が 0 06
ppm を超 え た 日 数

と そ の割合

1 時間値

の最高値

日 平均値
の 年 間
9 8 %値

年平均値
1 時間値

の最高値

日 平均値
の 年 間

9 8 %値

N 0 2

NO十N02

( ppの ( ppの ( ppの ( ppの ( 日 ) (% ) (ppm ) ( ppの ( ppの ( ppの ( ppの (% )

鳥 取
5

( 3 )

0 0 0 2

と
0 0 0 6

0 0 5 6

と

0 1 5 2

o o l o

と
0 1 1 5

0 0 0 5

2
0 0 1 0

O O

0 0 4 0

2
0 0 5 4

0 0 1 6

2
0 0 2 0

0 0 0 7

と
0 0 1 6

0 0 8 9

之
0 1 9 4

0 0 2 8

と
0 0 4 0

6 3 1

2
7 1 7

島 根
2

( 2 )

0 0 0 2

と
0 0 0 2

0 0 2 9

と
0 0 8 3

0 0 0 4

と
0 0 0 7

0 0 0 4

2
0 0 0 6

O O

0 0 3 8

Z
0 0 5 1

0 0 1 1

と
0 0 1 4

0 0 0 6

之
0 0 0 7

0 0 5 0

と
0 1 1 3

0 0 1 4

2
0 0 1 8

7 4 . 1

と
8 0 3

岡 山
4 4

( 1 3 )

0 0 0 4

Z
0 0 3 7

0 0 5 8

之
0 3 0 7

0 0 1 1

之
0 0 9 5

0 0 0 7

Z
0 0 2 6 nV)、うり

O

と
0 8

0 0 4 0

と
0 1 0 6

0 0 1 7

と
0 0 4 4

0 0 1 1

之
0 0 6 3

0 0 9 4

と
0 3 5 9

0 0 2 6

之
0 1 3 0

4 1 2

と
7 7 2

広 島
4 6

( 2 1 )

0 0 0 1

Z
0 0 2 8

0 0 4 3

2
0 3 7 5

0 0 0 5

Z
0 0 7 1

0 0 0 7

之
0 0 2 6

O O

0 0 4 0

と
0 1 0 8

0 0 1 6

2
0 0 4 3

0 0 0 8

Z
0 0 4 7

0 0 7 4

2
0 4 4 3

0 0 2 0

之
0 1 0 0

3 4 1

と
8 1 1

山 ロ
2 6

( 1 2 )

0 0 0 3

Z
0 0 2 0

0 0 9 5

と
0 4 4 9

0 0 0 9

Z
0 0 6 9

0 0 0 8

之
0 0 2 1

O O

0 0 4 6

と
0 1 4 5

0 0 1 8

Z
0 0 3 9

0 0 1 1

と
0 0 4 1

0 1 3 3

と
0 4 6 1

0 0 2 6

と
0 1 0 0

4 5 . O

之
7 2 3

( 注 ) ザル ツ マ ン係数 0 8 4 の吸光光度法で測定 した結果



表 5 オ キ シ ダ ン ト の比較

淋
昼間測定

日 数

昼間測定

時 間

昼間の 1 時間値
が 0 0 6 ppm を超 え

た 日 数 と 時間数

昼間の 1 時間値
が 0 1 2 中以上の

日 数 と 時間数

昼間の 1

時間値の
最高値

昼間の 日
最高 1 時
間値の年
平均値

( 日 ) ( 時間 ) ( 日 ) ( 時間 ) ( 日 ) ( 時間 ) ( ppの ( ppの

鳥 取
5

( 3 )

1 7 5

と
3 6 4

2 5 0 6

2
5 , 3 5 6 8･ノ･1 8 3 527 5 n〕〉、nU nU)く̂U

0 0 8 0

之
0 0 9 1

0 0 3 1

と
0 0 4 4

0 0 3 7

Z
0 0 3 8

島 根
2

( 国技 )

2 8 1

之
3 4 7

4 , 0 6 7

2
5 0 6 7

1 2

Z
2 6

8 2

と
1 5 3

O O

0 0 8 2

Z
0 0 9 1

岡 山
3 7

( 1 2 )

2 3 2

と
3 6 5

3 4 2 5

之
5 4 2 6

1 0

2
9 6

3 7

之
4 9 3

O

2
9

O

2
2 0

0 0 8 7

之
0 1 7 1

0 0 3 4

之
0 0 5 5

広 島
3 2

( 1 6 )

3 1 2

と
3 6 5

4 , 4 7 7

と
5 , 3 7 4

1 3

Z
1 1 3

3 4

Z
6 3 2

O

と
4

O

Z
8

0 0 8 0

2
0 1 3 1

0 0 1 8

と
0 0 5 5

山 ロ
1 8

( 1 2 )

3 5 3

之
3 6 5

5 1 2 8

Z
5 , 3 6 7

1 3

之
1 0 3

3 5

Z
3 6 1

O

之
1

O

Z
1

0 0 7 6

と
0 1 2 3

0 0 3 5

之
0 0 5 0

ノぬ
リ

ミ

資料 3 はい煙発生施。剥こ係る窒素酸化物規制の経緯

第 1 次規制

( 昭和48年 8 月 )

第 2 次規制

( 50 年 1 2 月 )

第 3 次規制

( 52 年 6 月 )

第 4 次規制

( 54 年 8 月 )

第 5 次規制

( 58 年 9 月 )

規 制 の 概 要

( 1 ) N o x 打E
出基準の没
定… …大型
ポ~ イ フ ー 、

大型加熱炉
及び硝酸製
造施没

田 排出基準
の強化

(2 ) 規制対象
施設の規模
の拡大 .
中型の ボ イ
フ ー 及ひ加
熱炉

(別 規制対象
施設の種類
の拡大 ･ ･
大型の セ メ
ン ト 焼成炉
及び コ ー ク
ス炉

( 1 ) 排出基準値
の強化

(2 ) 規制対象施
没の規模の拡
大 小型の
ボ イ フ ー 及 び
加熱 、 中型の
セ メ ン ト 炉及
ぴ コ ー ク ス炉

{3 ) 規制対象施
設の種類の拡
大 ･ . 焼結叺
アル ミ ナ焼成
炉及 び廃棄物
焼却炉

( 1 ) 排 出基準値
の強化

(2 ) 規制対象施
設の規模の拡
大… 小型の
ボ イ フ ー 、 焼
結炉 、 ア ル ミ
ナ瑕焼炉 、 金
層加熱炉 、 廃
棄物焼却炉

(3 ) 規制対象施
設の種類の拡
大…… ガス発
生炉 、加熱炉 、
蝦腕炉 、 ばい
焼炉等の施設

田 園体燃焼
ボ、 イ フ ー の

排出基準値
の強化

(2 ) 規制対象
施設の特例
の廃止 、 "E
出基準値の
強化……焼
結炉 、 精榴
炉 、 培燃炉、
改質炉 、 亜
鉛滓処理炉、
反射炉

規制対象施設数

約 1 , 5 0 0
全 ばい煙
発生施設
の 1 1 %

約 3 , 4 0 0

( 2 5 % )

約 1 3 , 0 0 0

( 9 5 % )

約 1 0 5 0 0 0

( 7 2 9 % )

全 ばい煙発生施
設か ら 排出 さ れ
る N o x 量に 占
め る 規制対象施
没か ら の N o x
量の割合

3 8 % 4 4 % 7 3 % 9 5 %

、
‘'

'
-

'
-
‘
‐

(注 ) 昭和 59年版 ｢環境 白書 ｣ 環境庁編か ら 抜粋
- 1 6 0 -



資料 4 はい煙発生施。剥こ対する窒素酸化物排出基準一覧 - ( 1 )

ば い煙発生施設 の

種 類

※ 1

規 模

最大定格 1

3里

/ h i

残存酸素

濃 度

( 百分率 )

排 出 基 準 値

48年 8 月 9 日

ま で に設置さ

れた施設

48年 8 月 10 日

か ら5 0年1 2月

9 日 ま でに設

置された施設

50年1 2月 1 0 日

か ら5 2年 6 月

1 7 日 ま でに設

置された施設

52年 6 月 1 8 日
か ら5 4年 8 月

9 日 ま でに設
置された施設

月降れ8以さ設略鯛證娩52年 6 月 1 8
日 か ら5 2年
9 月 9 日 ま

でに設置さ
れた液体撚
焼小型ホ イ

カ ス 専焼 ホ イ フ ー 50 以 上
1 0 () 5 0

4 () 1 0

1 ~ 4

0 5 ^) 1

0. 5 未 満

･

5 % } 岬
} 1 5 0 PPm

1 5 0 PPm

匙皿
} 1 5 0 PPm

1 5 0 PPm

} 1 0 0 岬田

} 1 3 0 PPm

1 5 0 PPDD
1 5 0 PPDD

6 0 PPm

} 1 0 0 PPm

1 3 0 PPm

} 1 5 0 PPm

6 0 PPm

} 1 0 O PPm

1 3 0 PPm

} 1 5 0 PPm

液体燃焼 ホ イ ー

※ 2

5 0 以 上
1 0 () 5 0

4 () 1 0

1 ~ 4

8 8 茉 壺

、

4 %

1 80 PPm

} 1 9 O PPm
2 3 0 四m
2 5 0 PPm
2 5 0 PPm

} ' ' ‐ '･“
i 2 3 0 PPm

2 5 0 PPm
2 5 0 PPm

T に n nnm

4 U U rr山

2 5 0 PP団
2 5 0 PPm

1 3 0 PPm

匙塑
} 加川燿

1 3 0 PPm

匙川m
} 1 8 0 PPm

ガス発生炉 、 加熱炉 7 % 1 7 0 PPm 1 7 0 PPm 1 7 0 PPm 1 7 0 PPm 1 5 0 PPm

焼 結 炉 1 0 以 上

ま 茉 揺 } 膨
260 PPm
2 7 0 PPm
3 0 0 PP田

2 6 0 PPm
2 7 0 PPm
3 0 0 PPm

2 6 0 PPm
2 7 0 PP団
3 0 0 PPm

} 2 2 0 PPm

3 0 0 PPm 初脚
アル ミ ナ製造用蝦廃炉 1 以 上

1 未 満 } 1 0 % } 3 5 0 PPm } 3 5 0 PPm } 3 5 0 PPm
2 0 0 PPm
3 5 0 PPm } 加 Ppm

ヌ炭 焼 炉 1 0 % 2 00 PPm 2 00 PPm 2 00 PPm 2 0 0 PPm 2 00 PPm

賠 廉 炉 1 4 % 2 5 0 PPm 2 5 0 PPm 2 5 0 PPm 2 5 0 PPm 2 2 0 PPm

溶 鉱 炉 1 5 % 1 2 0 PPm 1 2 0 PPm 1 2 0 PPm 1 2 0 PPm 1 0 O PPm

金 属 溶 解 炉 ※ 3 1 2 % 2 0 0 PPm 2 0 0 PPm 2 0 0 PPm 2 0 0 PPm 1 8 0 PPm

金 属 加 熱 炉 1 0 以 上
1 ~ 1 0

0 5 ~ 1

0 . 5 未 満
声

1 60 PPm

} 1 7 0 PPm
2 0 0 PPm

1 6 0 PPm

} 1 7 0 PPm
2 0 0 PPm

1 0 O PPm
1 5 0 PPm
1 7 0 PPm
2 0 0 PPm

1 0 O PPm
1 3 0 PPm
1 5 0 PPm
1 8 0 PPm

1 0 O PPm
1 3 0 PPm
1 5 0 PPm
1 8 0 PPm

石 油 加 熱 炉 4 以 上
1 ~ 4

8 き 茉 壷 } 6 %
1 70 PPm

} 1 8 0 PPm

2 0 0 PPm

} 1 7 0 PPm

1 8 0 PPm
2 0 0 PPm

1 0 O PPm
1 5 0 PPm
1 8 0 PPm
2 0 0 PPm

1 0 O PPno
1 3 0 PPm
1 5 0 PPm
1 8 0 PPm

1 0 O PPm
1 3 0 PPm
1 5 0 PPm
1 8 0 PPm

触 媒 再 生 塔 6 % 3 0 0 PPm 3 0 0 PPm 3 0 0 PPm 3 0 0 PPm 2 5 0 PPm

セ メ ン ト 焼 成 炉
1 0 以 上
1 0 未 満 } 1 0 % } 48 0 pPm } ㈱ PPm

2 5 0 PPm
4 8 0 PPm

2 5 0 PPm
3 5 0 PPm

2 5 0 PPm
3 5 0 PPm

板ガ フ ス 、 ガ フ ス繊
維製造用溶融炉 1 5 % 4 0 0 PPm 4 0 0 PPm 4 0 0 PPm 4 0 0 PPm 3 6 0 PPm

反 応 炉 、 直 火 炉 6 % 2 0 0 PPm 2 0 0 PPm 2 0 0 PPm 2 0 0 PPm 1 8 0 PPm

乾 燥 炉 1 6 % 2 5 0 PPm 2 5 0 PPm 2 5 0 PPm 2 5 0 PPm 2 3 0 PPm

廃 棄 物 焼 却 炉 4 以 上
4 未 満 1 2 % } 3 00 PPm } 桝 PPm } 3 o o ppm

2 5 0PPm
3 0 0 PPm } 加 Ppm

廃 棄 物 焼 却 炉
( 連 続 炉 以 外 ) 4 以 上 1 2 % 25 0 PPm 2 5 0 PPm

( 注 ) ※ 1 電気炉 ( 熱源 と して電気 を使用 す る も の ) を 除 く 。
※ 2 液体燃焼ボ イ フ ー の う ち 昭和52年 9 月 1 0 日 前 に設置 さ れた排出 ガス量が 0 5万Nm3/

h 未満の過負荷燃焼の も の は 、 適用 除外 さ れ る 。
※ 3 キ ュ ポ フ は適用除外 さ れる 。

- 1 6 1 -
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ばい煙発生施。瓢こ対する窒素酸化物排出基準一覧 - ( 2 )

~ 固 体 燃 焼 ボ イ ラ ー ~

新 設 施 設 の N O 排 出 基 準 ( 単位 ppの

排ガス･富~＼迩這年月 日
58 9 1 0 ( 施行 )
~ 59 9 9 ま で

6 2 . 3 3 1 ま で 6 2 4 . 1 以降 J 備 考

( Nず/ h )

7 0 万 以 上

1 0 万 ~ 7 0 万

4 万 ~ 1 0 万

下 。己 以 外 の も の

散 布 式 ス ト ー カ

4 万 未 満

下 。己 以 外 の も の

流動層燃焼方式の も の

3 0 0

3 0 0

3 0 0

3 0 0

( 3 2 0 )

3 0 0

( 3 5 0 )
3 6 0

3 0 0

3 0 0

3 0 0

3 0 0

( 3 2 0 )

3 0 0

( 3 5 0 )
3 0 0

( 3 5 0 )

2 0 0

2 5 0

2 5 0

2 5 0

( 3 2 0 )

3 0 0

( 3 5 0 )
3 0 0

( 3 5 0 )

当分の間 ( ) 内
の値 を適用す る

既 設 施 設 の N o x 排 出 基 準

＼＼＼逮鬘期 日排ガス量

基 準 ( ppの

48 8 9 以前
4 8 8 1 0

5 0 1 2 9

5 0 1 2 1 0

5 2 6 1 7

5 2 6 1 8

5 4 8. 9

5 4 8 1 0

5 8 . 9 9

7 0 万 ( N ぜ / h ) 以 上

5 0 万 ~ 7 0 万

2 0 万 ~ 5 0 万

4 万 ~ 2 0 万

0 5 万 ~ 4 万

0 5 万 未 満

3oo ※ 5

300 300 300

l 400 ※ 1 2 4一

l 420 ※ 1 2 3

350
J

l 450 ※ 7
380 350 350 350 ※ 6

480 480 480 L 38o 380

L

( 注 ) 1 ※ 1 50万Nが/ h以上 、 低品位炭専焼 、 火炉分割壁型放射過熱器 を有す る 。 火炉熱発
生率 14万k c a l /ぜ/h 以上→ 550 ppm ( 附則別表第 2 の 1 項 )

※ 2 30万 N ゴ ノ h 以上 、 低品位炭専腕 ( ※ 1 以外 ) → 480 ppm

叉 3 20万 N が / h 以上25万N m3 / h 未満 、 石炭専焼 、 前面炭焼方式 、 自 然循環型 、
火炉熱発生率 14万kc a l /瀞/h以上 → 450 ppm ( 附則別表第 2 の 3 項 ) 、 昭和60年
9 月 1 0 日 か ら 適用 ( 附則 2 項 2 号 )

※ 4 1 00 万Nゼノ h 以上 、 石炭燃焼 、 接線型チ ルチ ン グバ ー ナ ー を有す る 。 ( ※ 1 、
※ 2 以外 ) → 430 ppm ( 附則別表第 2 の 4 項 )

※ 5 50万 N 瀞 / h 以上 70万 N が / h 未満 、 火炉熱発生率 20万kc a l メ瀞/ h以上 、 再熱
再生抽気復水式 自 然循環型 、 昭和 59年 1 2月 3 1 日 ま で に固体燃焼ボ イ フ ー に転換
す る も の → 420 ppm 、 変更の工事が完了 し た 日 か ら 適用 ( 附則 4 項 )

※ 6 石炭専焼 、 流動層燃焼方式→ 0 5 万~ 1万… 390 ppm 、 1 万~ 4万･ 380 ppm ( 附則別表第 1
※ 7 →昭和60年 9 月 10 日 か ら 適用 ( 附則 2 項 2 号 ) の 1 項 )

- 1 6 2 -
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資料 5 大気汚染防止法第 3 条第 2 項の政令で定めるはい じん排出基準

施行規則第 4 条
昭和 4 6 6 2 2 総理府令第 5 9 号

改正 昭和 57 5 .28 " 第 2 4 号

番号 別第の号令表1番 施 設 名

規 模

( 万Nず

/ h )

本 則 附 則

一 般

(g/Nず )

o n

(% )

一 般

( g /Nず )
o n の扱い

1ユハノムQUハTFリハb 14寸上1｣1｣T11一
令別表第一の-の項に掲

げ る ボ イ フ ー の う ち ガス

を専焼 さ せ る も の ( 5 の

項に掲げ る も の を除 く 。)

令別表第一の-の項に掲

げる ボ イ フ ー の う ち重油

そ の他の液体燃料 ( 紙パ

ルプの製造に伴い発生す

る 黒液 を除 く 。 以下 こ の

表 において同 じ 。) を専焼

さ せ る も の並 びにガス及

び液体燃料 を混焼 さ せ る

も の ( 5 の項に掲げ る も

の を除 く 。)

令別表第一の-の項に掲

げる ボ イ フ ー の う ち紙パ

ルプの製造に伴い発生す

る 黒液 を専焼 さ せ る も の

並 びに紙パルプの製造に

伴い発生す る黒液及びガ

ス又 は液体燃料 を混焼 さ

せ る も の ( 5 の項に掲げ

る も の を除 く 。)

令別表第一の一の項に掲

げ る ボ イ フ ー の う ち石炭

を燃焼 さ せ る も の ( 次項

に掲げ る も の を除 く 。)

令別表第一の-の項に掲

げ る ボ イ フ ー の う ち 同表

の八の項の中欄 に掲げ る

触媒再生塔に附属す る も
の

令別表第一の一の項に掲

げ る ボ イ フ ー の う ち前各

項に掲 げ る も の以外の も
の

4 以上

4 未満

20以上

4 () 20

1 () 4

1 未満

20 以上

4 () 20

4 未満

20以上

4 ~ 20

4 未満

4 以上

4 未満

0 0 5

0 1 0

0 0 5

0 1 5

0 2 5

0 3 0

0 1 5

0 2 5

0 3 0

0 1 0

0 2 0

0 3 0

0 2 0

0 3 0

0 3 0

5

5

4

4

4

4

0 s

0 s

0 s

6

6

6

4

6

6

既設は当分の間

0 07 と す る

既設は当分の間

0 1 8 と す る

既設は当分の間

0 20 と す る

燿醜さ"?

既設は当分の間
0 1 5 と す る

既設は当分の間
0 2 5 と す る

既設は当分の間
0 3 5 と す る

既設は当分の間

0 30 と す る

既設は 当分の間

0 4 0 と す る

当分の間適用 を

猶予す る

麗筆轉用
- 1 6 3 -



番号 別第の号令表1番 施 設 名

規 模

( 万Nd

/ h )

本 則 附 則

一 般

(多/Nが)

o n

(% )

一 般

( g /N m3 )
on の扱い

附781 7892 2器銘 14リムリム亡リハbワーQJGJQJ
令別表第一の一の項に掲

げ る ボ イ フ ー の う ち石炭

( 一キ ロ グ フ ム 当 た り 発

熱量五千キ ロ カ ロ J 一以

下の も の に限 る 。) を熱焼

さ せ る も の

令別表第一の二の項に掲

げ る ガス発生炉

令別表第一の二の項に掲

げ る 加熱炉

令別地第一の五の項に掲

げ る 溶解炉

令別表第一の六の項に掲

げ る 加熱炉

令別表第一の七の項に掲

げ る 加熱炉

令別表第一の九の項に掲

げ る 焼成炉 ( 石灰焼成炉

に限 る 。) の う ち 土中釜

令別表第一の九の項に掲

げる 焼成炉 ( 石灰焼成炉

に限 る 。) の う ち前項に掲

げ る も の以外の も の

令別表第一の九の項に掲

げ る 焼成炉の う ち セ メ ン

ト の製造の用 に供す る も

の

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0 0 5

0 1 0

0 1 0

0 2 0

0 1 0

0 2 0

0 1 0

0 1 5

0 4 0

0 3 0

0 1 0

7

7

o s

0 s

1 1

1 1

6

6

1 5

1 5

1 0

既設 は当分の間

0 7 0 と す る

ア ル ミ ‐ ウ ム の

地金若 し く は合

金の製造又は ア

ル ミ ー ウ ム の再

生の用 に供す る

反射炉の う ち班

設は当分の間

0 3 0 と す る

既設は当分の間

0 1 5 と す る

既設は当分の間

0 2 5 と す る

潤滑油の製造の

用 に供す る 1 万

N ir / l珠と満の既

没の も の は当分

の間 0 18 と す る

既設は

当分の間適用 を

猶予す る

燿皺夢用

… 1 6 4 -



番号 別第の号令表1番 施 設 名

規 模

( 万N m3

/ h )

本 則 附 則

一 般

g/Nず)

o n

( % )

一 般

( g /N m3 )
onの扱 い

25

26

27

28

29

30

3 1

32

9

9

9

9

9

1 0

1 1

1 1

令別表第一の九の項に掲
げ る 焼成炉の う ち耐火 レ

ンガ又は耐火物原料の製

造の用 に供す る も の

令別表第一の九の項に掲

げ る 焼成炉の う ち前 4 項

に掲 げる も の以外の も の

令別表第一の九の項に掲

げ る 溶融炉の う ち板ガ フ

ス又はガ フ ス繊維製品

( ガフス繊維 を含む 。) の

製造の用 に供す る も の

令別表第一の九の項に掲

げ る 溶融炉の う ち光学ガ
フ ス 、 電気ガ フ ス又は フ

リ ン ト の製造の用 に供す

る も の

令別表第一の九の項に掲

げる 溶融炉の う ち前二項

に掲げ る も の以外の も の

令別表第一の十の項に掲

げる 反応炉及び直火炉

令別表第一の十一の項に

掲 げ る 乾燥炉の う ち骨材

乾燥炉

令別表第一の十一の項に

掲げ る 乾燥炉の う ち前項

に掲 げ る も の以外の も の

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0 1 0

0 2 0

0 1 5

0 2 5

0 1 0

0 1 5

0 1 0

0 1 5

0 1 0

0 2 0

0 1 5

0 2 0

0 5 0

0 1 5

0 2 0

1 8

1 8

1 5

1 5

1 5

1 5

1 6

1 6

1 5

1 5

6

6

1 6

但 し直
接熱風

蔑熨
とする

1 6

但 し直
接熱風

護褻
とする

1 6

既設は当分の間

0 30 と す る

活性炭の製造の

用 に供す る 1 万

N 瀞 / h未満の

既設の反応炉は

当分の間 0 30 と

す る

2 万N ms / h 未

満の既設の も の

は当分の間 0 60

と す る

既設は当分の間

1 ~ 4 万N叶/h

は 0 30

1 万Nが希L未満

は 0 35 と す る

朧軍勢夢用

既設は

} 当分の間適用
を猶予す る

‐ 1 6 5 -
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番号
令別
表第
1 の

番号

施 設 名

規 模

( 万Nぜ

/ h )

本 則 附 則

一 般

を笛m3 )

o n

( % )

一 般

( g /Nが )
o n の扱い

33

34

35

36

37

1 2

1 2

1 2

1 3

1 3

令別表第一の十二の項に

掲 げ る電気炉の う ち合金

鉄 ( 珪素の含有率が40パ

ー セ ン ト 以上の も の に限

る 。) の製造の用 に供す る
も の

令別表第一の十二の項に

掲げ る 電気炉の う ち 合金

鉄 ( 珪素の含有率が40パ

ー セ ン ト 未満の も の に限

る 。) 及 び カ ーバ イ ト の製

造の用 に供す る も の

令別表第一の十ニの項 に

掲げ る 電気炉の う ち前二

項に掲げ る も の以外の も

の

令別表第一の十三の項 に

掲 げ る 廃棄物焼却炉の う

ち連続炉

令別表第一の十三の項 に

掲げ る 廃棄物焼却炉の う

ち 前項に掲 げ る も の 以外

の も の

4 以上

4 未満

0 2 0

0 1 5

0 1 0

0 1 5

0 5 0

0 5 0

0 s

0 s

o s

1 2

1 2

1 2

既理 は 、
を 猶予す る

既設は

当分の 間適用 を

猶与す る

備考 11 こ の表 に掲 げ る は い じんの量は 、 規格 Z 8 8 0 8 に定め る 方法 に よ り 測 定 さ れ る 量 と し

て表示 さ れた も の と し 、 当該は い じ んの量 には 、 燃料の点火 、 灰の除去の た め の火肩整

理又はすすの掃除 を行 う 場合 において排出 さ れ る ぽい じ ん ( 1 時間 につ き 合計 6 分間 を

超 え な い時間 内 に排出 さ れ る も の に限 る 。) は含 ま れな い も の と す る 。

2 ばい じ んの量が著 し く 変動す る 施設 に あ っ て は-工程の平均の量 と す る 。

3 規模は 、 施設の 1 時間当 た り の最大排出 ガス量 ( 湿 り ) に よ り 区分 さ れて い る 。

4 は い じ ん量の補正は次の算式 に よ り 換算す る も の と す る

〆mm明
て

2 1 - o n
C = ---一-- × C s

2 1 一 0 s

l

C ばい じん量 ( g /N m3 )

o n 施設 ご と に定め ら れた標準酸素濃度 (% )

o s 測定時の酸素濃度 (% )

C S 測定時のぽい じ ん量 ( g /Nず )

- 1 6 6 -



資料 6 大気汚染防止法第 1 8 条の 3 の政令で定める粉 じん発生施没の規制基準

( 施行規則第 1 6 条 昭和 4 6 6 2 2 )

令別表第 2

の施設番号
粉 じん発生施設 規 模 管 理 基 準

1･I- コ ー ク ス 炉 原料処理能力

が 1 日 当 た り

5 α 以上であ

る こ と

1 装炭作業 は 、 無煙装炭装置 を設置す る か 、 装炭

車に フ ー ド及び集 じ ん機 を設置す る か 、 又は こ れ

ら と 同等以上の効果 を有す る装置 を設置 して行 う

こ と 。

2 窯出 し作業 は 、 ガ イ ド車に フ ー ド を 設置 し 、 及

び当該 フ ー ドか ら の粉 じん を処理す る 集 じん機 を

設置す る か 、 又は こ れ と 同等以上の効果 を有す る

装置 を設置 して行 う こ と 。 ただ し 、 ガ イ ド車又は

ガ イ ド車の走行す る 炉床の強度が小 さ い こ と 、 ガ

イ ド車の軌条の幅が狭い こ と 等に よ り ガ イ ド車 に

フ ー ド を設置す る こ と が著 し く 困難であ る 場合は

防 じ ん カ バ ー等を設置 して行 う こ と 。

3 消火作業は 、 消火塔にハ ー ド ル 、 フ ィ ル タ ー又

は こ れ ら と 同等以上の効果 を有す る 装置 を設置 し

て行 う こ と 。

2 鉱物 ( コ ー ク

ス を含 む 。 以

下同 じ 。) 又は

土石の堆積場

面積が 1 , 0 0 0

ず 以上であ る

こ と 。

粉 じんが飛散するおそれのある 鉱物又は土石 を堆積

す る 場合は 、 次の各号の 1 に該当す る こ と 。

1 粉 じ んが飛散 し に く い構造の建築物内 に設置 さ

れて い る こ と 。

2 散水設備に よ っ て散水が行われて いる こ と 。

3 防 じ ん カ バ ー でおおわれてい る こ と 。

4 薬液の敵布又は表層の締固めが行われてい る こ

と 。

5 前各号 と 同等以上の効果 を有す る措置が講 じ ら

れて い る こ と 。

3 ベル ト コ ンペ

ア及 びバケ ッ

ト コ ン ベ ア

( 鉱物 、 土石

又は セ メ ン ト

の用 に供す る

も の に限 り 、

密閉式の も の

を除 く 。)

ベ ル ト の幅が

75 cm以上で あ

る か 、 又 はバ

ケ ノ ト の 内容

積が 0 03 ず 以

上で あ る こ と 。

粉 じ んが飛散す る おそれの あ る 鉱物 、 土石又はセ

メ ン ト を運搬す る場合は 、 次の各号の 1 に該当す る

こ と 。

1 粉 じんが飛散 し に く い構造の建築物内 に設置 さ

れて い る こ と 。

2 コ ンベ ア の積込部及び積降部に フ ー ド及 び集 じ

ん機が設置 さ れ 、 並 びに コ ンベ ア の積込部及び積

降部以外の粉 じんが飛散す る おそ れの あ る 部分に

第 3 号又は第 4 号の措置が講 じ ら れて い る こ と 。

3 散水設備に よ っ て散水が行われて い る こ と 。

4 防 じん カ バー でおおわれて い る こ と 。

5 前各号 と 同等以上の効果 を有す る措置が講 じ ら

れて い る こ と

◆

ゆ
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令別表第 2

の 施 設番号
粉 じん発生施設 規 模 管 理 基 準

4 破砕機及び摩

砕機 ( 鉱物 、

岩石又は セ メ

ン ト の用 に供

す る も の に限

り 、 湿式の も

の及 び密閉式

の も のを除 く 。)

原動機の定格

出力 は 75酬以

上で あ る こ と

次の各号の 1 に該当 す る こ と 。

1 紛 じ んが飛散 し に く い構造の建築物内 に設置 さ

れて い る こ と 。

2 フ ー ド及び集 じん機が設置 さ れて い る こ と 。

3 散水設備 に よ っ て散水が行われて い る こ と 。

4 防 じ ん カ バ ー でおおわれて い る こ と 。

5 前各号 と 同等以上の効果 を有す る措置が講 じ ら

れて い る こ と 。

5 ふ る い ( 鉱物、

岩石又はセ メ

ン ト の用 に僕

す る も の に限

り 、 湿式の も

の及び密閉式

の も のを除 く 。)

原動機の定格

出力が 15畑以

上で あ る こ と 。

5 の基準は 、 ｢ 4 の基準｣ と 同 じ 。

資料 7 航空機騒音に係る環境基準について

( 環磐 1 れ る ね )
公害対策基本法 ( 昭和 4 2 年法律第 1 3 2 号 ) 第 9 条の規定 に基づ く 騒音に係 る 環境上の条件の

う ち 、 航空機騒音に係 る 基準 について次の と お り 告示す る 。

公害対策基本法第 9 条に よ る 騒音 に係 る 環境上の条件につ き 、 生活環境 を保全 し 、 人の健康の保

護に資す る う えで維持す る こ と が望 ま し い航空機騒音に係 る 基準 ( 以下 ｢環境基準｣ と い う 。) 及 び

そ の達成期間 は 、 次の と お り と す る

第 1 環境基準

1 環境基準は ･ 地域の類型 ご と に次表の基準値の欄 に掲げ る と お り と し 、 各類型 を あ て はめ る @

地域は 、 都道府県知事が指定す る 。

地域の類型 基準値 ( 単位 WEC PNL )

TÎ 7 0 以下

丑 7 5 以下

(注 ) I を あ て は め る地域は専 ら 住居の用 に供 さ れ る 地域 と し 、 = を あ ては め る地域は

I 以外の地域で あ っ て通常の生活 を保全す る 必要が あ る 地域 と す る
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1 の環境基準の基準値は 、 次の方法に よ り 測定 ･ 評価 し た場合にお け る 値 と す る 。

( 1 ) 測定は 、 原則 と して連続 7 日 間行い 、 暗騒音 よ り 1 0 デ シベル以上大 き い航空機騒音の ピ ー

ク レ ベ ル ( 。十量単位 . ブシベル ) 及 び航空機の機数 を 。己録す る も の と す る 。

(2 ) 測定は 、 屋外で行 う も の と し 、 そ の測定点 と し て は 、 当該地域の航空機騒音 を代表す る と 認

め ら れ る 地点 を選定す る も の と す る 。

圏 測定時期 と して は 、 航空機の飛行状況及 ひ風向等の気象条件 を考慮 して 、 測定点 にお け る 航

空機騒音 を代表す る と 認め ら れ る 時期 を選定す る も の と す る 。

(4 ) 航空機騒音の評価は 、 ( 1 ) の ピ ー ク レベ ル及び機数か ら 次の算式 に よ り 1 日 ご と の値 ( 単位W

E C P N L ) を算出 し 、 そ のすべての値をパ ワ ー平均 して行 う も の と す る 。

算 式

dB ( A ) 十 1 0 l o g 1O N - 27

(注 ) d B ( A ) と は 、 1 日 のすべての ピ ー ク レベル をパ ワ ー平均 した も の を いい 、 N と は 、

午前 0 時か ら 午前 7 時ま での間 の航空機の機数 を N 1 、 午前 7 時か ら 午後 7 時 ま での

間 の航空機の機数を N2 、 午後 7 時か ら 午後 1 0 時 ま での間の航空機の機数を N3 、 午後

l o 時か ら 午後 1 2 時 ま での間の航空機の機数を N4 と した場合にお け る 次 に よ り 算出

し た値 を い う 。

N = N2 + 3 N3 十 1 0 ( N1 + N4 )

ゆ

(5 ) 測定機器 は 、 日 本工業規格 C 1 5 0 2 に定 め る 指示騒音計若 し く は国際電気標準会議 p u b/1 7 9

に定 め る精密騒音。十又 は こ れ ら に相当す る 測定機器 を用 い る も の と す る 。

こ の場合において 、 聴感補正回路は A特 性 と し 、 ま た 、 動特性は緩 ( s l ow ) と す る 。

1 の環境基準は 、 1 日 当 た り の離着陸回数が 1 0 回 以下の飛行場及び離島 に あ る 飛行場の周辺

地域には適用 し な い も の と す る 。

達成期間等

環境基準は 、 公共用飛行場等の周辺地域において は 、 飛行場の区分 ご と に次表の達成期間の欄

に掲げ る 期間で達成 さ れ 、 又は維持 さ れ る も の と す る 。 こ の場合において 、 達成期間が 5 年 を こ

え る 地域において は 、 中 間的 に同表の改善 目標の欄 に掲げる 目標を達成 しつつ 、 段階的 に環境基

準が達成 さ れ る よ う にす る も の と す る 。

第 2

⑩
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飛 行 場 の 区 分 達 成 期 間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直 ち に

既設飛行場
第三種空港及び こ れ

に凖す る も の

第 二 種 空 港

( 福岡空港 を除

く 。)

A 5 年以内

B

1 0 年以内

5 年以内 に 、 8 5 W E C P N L 未満 と す る

こ と 又は 8 5 W E C P N L 以上の地域におい

て屋内 で 6 5W E C P N L 以下 と す る こ と 。新 東 京 国 際 空 港

第一種空港 ( 新東京

国際空港 を除 く 。)

及 び福岡空港

1 0 年 を こ え る 期間

内 に可及的速やかに

1 5 年以内 に 、 8 5 W E C P N L 未満 と す

る こ と 又は 8 5 W E C P N L 以上の地域に

おいて屋内で 6 5 W E C P N L 以下 と す る

こ と 。

2 1 0 年以内 に 、 7 5 W E C P N L 未満 と

す る こ と 又は 7 5 W E C P N L 以上の地域

において屋内 で 6 0 W E C P N L 以下 と す

る こ と

備考 1 既設飛行場の区分は 、 環境基準が定め ら れた 日 にお け る 区分 と す る 。

2 第二種空港の う ち 、 B と は タ ー ボ ジ ェ ッ ト 発動機 を有す る航空機が定期航空運送事業

と して離着陸す る も の を いい 、 A と は B を 除 く も の を い う 。

3 達成期間 の欄 に掲 げ る 期間及 び各改善 目標 を達成す る た め の期間 は 、 環境基準が定め

ら れた 日 か ら 起算す る

2 自 衛隊等が使用 す る 飛行場の周辺地域において は 、 平均的な離着陸回数及び機種並びに人家

の密集度 を勘案 し 、 当該飛行場 と 類似の条件に あ る 前項の表の飛行場の区分に準 じて環境基準

が達成 さ れ 、 又は維持 さ れる よ う に努め る も の と す る 。

3 航空機騒音の防止のた め の施策 を総合的に講 じて も 、 1 の達成期間で環境基準 を達成す る こ

と が困難 と 考 え ら れ る 地域にお いて は 、 当該地域に引 き 続 き 居住 を希望す る 者 に対 し家屋の防

音工事等 を行 う こ と に よ り 環境基準が達成 さ れた場合 と 同等の屋内環境が保持 さ れる よ う にす

る と と も に 、 極力環境基準の速やかな達成 を期す る も の と す る
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資料 8 騒音規制法第 2 条第 1 項の政令で定める工場 事業場の特定施設一覧

施 設

備 考

施 設 の 種 類 機 械 名

1 金 属 加 工 機 械

2 空気圧縮機及び送

風機

3 土石用又 は鉱物用

の粉砕機 、 摩砕機 、

ふ る い及び分級機

4 織 機

5 建設用資材製造機

械

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械

8 抄 紙 機

9 印 刷 機 械

1 0 合成樹脂用射出成

形機

1 1 鋳 型 造 型 機

ィ 圧 延 機 械

ロ 製 管 機 械

′ 、 ベンデ ィ ングマ シ ン

一 液 圧 プ レ ス

ホ 機 械 プ レ ス

へ せ ん 断 機

ト 鍛 造 機

チ ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ ン

グマ シン

ノ ブ フ ス ト

ヌ タ ン フ フ ー

イ コ ン ク リ ー ト プフ ン

ト

ロ アス フ ァ ル ト プフ ン

ト

イ ド フ ム バ ー ガ ー

ロ チ ッ ノ e ー

ノ ･ 砕 木 機

一 帯 の こ 盤

ホ 丸 の こ 盤

へ か ん な 盤

原動機の定格出力の合形が 22 . 5 畑以上の も の に限 る

ロ ー ル式の も のであ っ て 、 原動機の定格出力か 3 75

畑以上の も のに限 る

矯正 プ レ スを除 く

呼び加圧能力か30重量 ト ン以上の も のに限 る

原動機の定格出力が 3 . 75 畑以上の も のに限る

タ ソブフス ト 以外のものであって 、 密閉式の ものを除 く

原動機の定格出力が 7.5 綱以上の も のに限 る

原動機の定格出力か 7 5 畑以上の も のに限 る

原動機を用 い る も のに限る

気ほ う コ ン ク リ ー ト プ フ ン ト を除き 、 混練機の混練

容量が 0 45 m3以上の も のに限る

混練機の混練重量が 200 爬以上の も のに限る

ロ ール式の も のであ っ て 、 原動機の定格出力が 7 5

畑以上の も の に限 る

原動機の定格出力か 2. 25 期以上の も のに限 る

製材用の も のにあ っ ては原動機の定格出力か1 5畑以

上の も の 、 木工用の も のにあ っ ては原動機の定格出

力が 2 25 脚以上の も のに限る

製材用 の も のにあ っ ては原動機の定格出力が 1 5KW以

上の も の 、 木工用 の も のにあ っ て は原動機の定格出

力が 2 .2 5 畑以上の も の に限る

原動機の定格出力が 2 2 5 畑以上の も のに限る

原動機を用い る も のに限る

ノ ェ ッ ト 式の も の に限 る
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資料 9 騒音規制法第 2 条第 3 項の政令で定める建。技作業に係る特定建設作業一覧

作 業 作 業

1 く い打機 ( も ん けん を除 く 。) く い抜機又は

く い打 く い抜機 ( 圧入式 く い打 く い抜機 を 除

く 。) を使用 す る 作業

く い打機 を ア ー ス オ ー ガ ー と 併用 す る 作業 を

除 く

2 び ょ う 打機 を使用 す る作業

3 さ く 岩機 を使用す る 作業 作業地点が連続的 に移動す る 作業に あ っ て は 、

1 日 に お け る 当該作業に係 る 2 地点間の最大

距離が 5 0 m を超 え な い作業に限 る

4 空気圧縮機 ( 電動機以外の原動機 を用 い る

も ので あ っ て 、 そ の原動機の定格出力が 1 5

KW以上の も の に限 る 。) を使用 す る 作業

さ く 岩機の動力 と し て使用 す る 作業 を 除 く

5 コ ン ク グ ー ト プ フ ン ト ( 混練機の混練容量

が 0 4 5 が 以上の も の に限 る 。) 又 は ア ス フ ァ

ル ト プ フ ン ト ( 混練機の混練重量が 2 0 0 kg以

上の も の に限 る 。) を設 け て行 う 作業

モ ル タ ル を製造す る た め に コ ン ク J - ト プ フ

ン ト を 設 けて行 う 作業 を除 く
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